
▽

川
越
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

第
五
十
九
回
国
民
体
育
大
会
が
終

了
し
た
こ
と
に
伴
い
、
国
体
事
務
局

を
廃
止
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部

を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
国
体
事
務

局
に
係
る
規
定
を
削
除
し
た
も
の
で

す
。

▽

川
越
市
人
事
行
政
の
運
営
等
の

状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
を
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て┃

原
案
可
決
┃

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
よ

表
の
時
期
及
び
方
法
を
定
め
た
も
の

で
す
。

▽

川
越
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て
　
　
┃
原
案
可
決
┃

人
事
院
規
則
の
一
部
改
正
に
準
じ

て
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
新
た
に
特
別
休

暇
を
受
け
ら
れ
る
場
合
と
し
て
、
職

員
の
妻
の
産
前
産
後
の
期
間
に
、
出

産
に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る

場
合
を
追
加
し
、
五
日
の
範
囲
内
で

特
別
休
暇
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
し

た
と
と
も
に
、
規
定
の
整
備
を
し
た

も
の
で
す
。

▽

川
越
市
乳
幼
児
医
療
費
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

支
給
の
対
象
を
拡
大
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
内
容
は
、
従
来
小
学
校
就

学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
乳
幼
児

の
入
院
及
び
通
院
に
係
る
医
療
費
が

支
給
の
対
象
で
し
た
が
、
入
院
に
つ

い
て
は
支
給
の
対
象
を
中
学
校
卒
業

ま
で
に
拡
大
し
、
併
せ
て
、
通
院
の

場
合
の
自
己
負
担
を
廃
止
す
る
も
の

で
す
。
こ
れ
に
伴
い
題
名
を
「
川
越

市
こ
ど
も
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条

例
」
と
改
め
た
と
と
も
に
、
規
定
の

整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

平
成
十
七
年
川
越
市
議
会
第
一
回
定
例
会
は
、
二
月
二
十
八
日
開
会
さ
れ
、
会
期
は
二
十
五
日
間
で
、
継
続
審
査
案
件
を
含
め
七
十
一
件
の
案
件
を
審
議
し
、

三
月
二
十
四
日
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
度
当
初
予
算

な
ど
を
可
決

│
自
動
車
の
「
川
越
」
ナ
ン
バ
ー
創
設
の

実
現
に
関
す
る
意
見
書
を
可
決
│

り
、
新
た
に
「
人
事
行
政
の
運
営
等

の
状
況
の
公
表
」
が
義
務
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
を
制
定
し

た
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
任
命
権
者
が
市
長

に
対
し
て
行
う
こ
と
と
な
る
「
前
年

度
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
の
状

況
の
報
告
」
及
び
公
平
委
員
会
が
市

長
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
な
る
「
前

年
度
に
お
け
る
業
務
の
状
況
の
報
告
」

に
つ
い
て
当
該
報
告
の
事
項
及
び
時

期
を
定
め
る
と
と
も
に
、
市
長
が
行

う
こ
と
と
な
る
「
任
命
権
者
か
ら
の

報
告
の
概
要
及
び
公
平
委
員
会
か
ら

の
報
告
の
公
表
」
に
つ
い
て
当
該
公
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3 月
定例会から

条
　
　
例

川
越
市
乳
幼
児
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
な
ど

十
二
件
を
可
決
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